
本
議
案
審
議
の
流
れ

　

６
月
20
日
請
求
者
か
ら
町
長
へ
条
例
制
定
請
求
書

が
提
出
さ
れ
同
日
受
理
。
町
長
は
20
日
以
内
に
議
会

を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

⬇

□
議
会
運
営
委
員
会
開
催

　
　
　
　

⬇

□
臨
時
議
会
開
会
（
７
月
９
日
～
11
日
）

〇
（
会
期
第
１
日
）

本
会
議

　

・
議
案
の
上
程

　

・
提
案
理
由
の
説
明
（
意
見
書
を
附
け
て
）

　

・�

条
例
制
定
請
求
代
表
者
が
意
見
陳
述
を
行
う
日

時
、
場
所
等
の
決
定

〇
（
会
期
第
３
日
）

本
会
議

　

・
条
例
制
定
請
求
代
表
者
の
意
見
陳
述
（
３
名
）

　

・�

総
務
産
業
常
任
委
員
会
に
付
託
し
、
文
教
厚
生

常
任
委
員
会
と
の
連
合
審
査
会
と
す
る

連
合
審
査
会

　

・
審　

査

　

・
委
員
会
採
決
（
全
会
一
致
否
決
）

本
会
議

　

・
委
員
長
報
告

　

・
討　

論

　

・
採　

決
（
賛
成
少
数
否
決
）

岡垣町がＪＲ海老津駅南側道路整備事業の地下自由通路（人と自転車のみ 

通行可、工事費8億4千万円）と南側広場（工事費2億６千万円）を建設すること

についての是非を問う住民投票条例の制定について

賛成少数・否決
⬇

議会に上記議案が付議されたことにより、７月９日から７月11日まで臨時議会を開催しました。
ここに臨時号を発行して、議会における経過・審議・議決の内容を報告いたします。

議会だより

おかがき 号時
臨
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住
民
投
票
条
例
案
に
反
対
の
立

場
か
ら
意
見
を
附
け
ま
す
。

１
．
Ｊ
Ｒ
海
老
津
駅
南
側
道
路
等

整
備
事
業
の
必
要
性
及
び
意
志
決

定
の
妥
当
性

⑴　

事
業
の
目
的
と
必
要
性

　

目
的
達
成
の
た
め
に
行
う
事
業

①　

隣
接
す
る
宗
像
市
か
ら
海
老

津
駅
南
側
地
区
を
通
っ
て
遠
賀
町

に
つ
な
が
る
広
域
的
ア
ク
セ
ス
道

路（
海
老
津
白
谷
線
）の
整
備

②　

現
駅
前
広
場（
北
側
）の
機
能

を
補
完
す
る
駅
南
側
広
場
の
整
備

③　

踏
切
を
通
行
せ
ず
安
全
に
自

由
に
往
来
で
き
る
南
北
の
ア
ク
セ

ス
が
可
能
な
自
由
通
路
の
整
備

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
海
老
津
駅

南
側
開
発
を
促
進
す
る
こ
と
で
、

町
外
か
ら
の
流
入
人
口
を
増
や
し

て
自
主
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
に

よ
り
、
充
実
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス

推
進
の
た
め
の
施
策
で
す
。

⑵　

事
業
の
意
思
決
定
の
妥
当
性

　

平
成
23
年
３
月
策
定
の
第
５
次

総
合
計
画
の
中
で
、
重
点
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ

海
老
津
駅
南
側
道
路
等
整
備
事
業

を
位
置
づ
け
、
議
会
の
承
認
、
関

係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
進

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
12
月

の
町
長
選
挙
で
事
業
の
推
進
が
最

大
の
争
点
と
な
り
、
私
が
町
長
に

再
選
さ
れ
、
民
意
は
十
分
反
映
さ

れ
た
事
業
推
進
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。

２
．
住
民
投
票
条
例
案
の
内
容
に

関
す
る
問
題
点

⑴　

住
民
投
票
条
例
案
に
関
す
る

違
憲
性

　

条
例
に
基
づ
く
住
民
投
票
の
結

果
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
限
を
制
約

す
る
よ
う
な
制
度
を
設
け
る
こ
と

は
、
日
本
国
憲
法
第
94
条
で
規
定

す
る「
法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を

規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
い

う
制
限
を
逸
脱
し
、
憲
法
違
反
と

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

⑵　

民
意
の
尊
重
と
最
低
投
票
率

要
件

　

こ
の
住
民
投
票
条
例
に
は
、
成

立
要
件
に
重
要
な
投
票
率
に
関
す

る
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
。
最
低
投

票
率
を
設
定
し
、
50
％
以
上
の
投

票
率
が
あ
る
こ
と
が
住
民
投
票
を

有
効
と
す
る
条
件
と
す
る
べ
き
で

す
。

３
．
む
す
び

　

私
は
、
住
民
が
権
利
と
し
て
有

し
て
い
る「
直
接
請
求
」に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
町

長
と
し
て
の
責
務
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
ま
す
。ま
た
、「
住
民
投
票
」

に
つ
い
て
も
、
そ
の
必
要
性
・
有

用
性
は
認
め
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

本
事
業
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に

手
続
き
を
踏
み
、
時
間
を
か
け
て

進
め
、
議
会
制
民
主
主
義
に
基
づ

き
議
会
に
諮
る
と
と
も
に
、
住
民

の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
通
じ
て
説
明
し
、
理
解

を
求
め
な
が
ら
進
め
て
き
ま
し

た
。
今
、
本
事
業
の
住
民
投
票
を

実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ

ま
で
の
議
会
と
の
関
係
を
覆
す
も

の
で
あ
り
、
議
会
制
民
主
主
義
を

否
定
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。
ま
た
、
私
に
町
政
を
負
託

し
て
い
た
だ
い
た
町
民
や
、
国
・

県
を
始
め
と
す
る
関
係
機
関
の
信

頼
を
裏
切
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
つ
い

て
は
、
住
民
投
票
す
る
こ
と
な
く

進
め
て
い
く
こ
と
が
、
冷
静
か
つ

的
確
な
判
断
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
ま
す
。請

求
者
の
意
見

　

会
期
３
日
目
の
本
会
議
で
、
３

人
の
請
求
代
表
者
が
一
人
10
分
以

内
で
意
見
陳
述
を
行
い
ま
し
た
。

紙
面
の
都
合
で
要
約
し
ま
し
た
。

西
田
陽
子
氏　
Ｊ
Ｒ
海
老
津
駅
南

側
開
発
事
業
の
見
直
し
の
論
議

は
、
昨
年
の
春
か
ら
５
５
０
０
人

分
の
署
名
を
集
め
、
昨
年
８
月
16

日
に
町
と
議
会
と
に
陳
情
し
、
町

は
10
月
半
ば
に
、
見
直
し
は
考
え

て
い
な
い
と
回
答
。
こ
の
ま
ま
だ

と
事
業
が
ど
ん
ど
ん
進
め
ら
れ
る

こ
と
を
懸
念
し
、
町
長
選
挙
に
出

馬
し
た
。

　

今
年
３
月
町
議
会
も
先
の
陳
情

を
※
却
下
し
た
こ
と
か
ら
、
岡
垣

町
で
住
民
投
票
を
成
功
さ
せ
る
会

の
活
動
を
始
め
た
。

　

事
業
を
ど
ん
ど
ん
進
め
て
い

く
、
行
政
の
民
意
を
無
視
し
た
あ

り
方
は
大
き
な
問
題
だ
。

　

８
年
前
に
４
町
合
併
の
住
民
投

票
が
、
町
長
発
議
で
行
わ
れ
、
住

民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
た
。

　

幅
４
ｍ
、
長
さ
46
ｍ
、
階
段
26

ｍ
の
※
地
下
道
は
、
そ
の
建
設
を

認
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
危
険

性
が
あ
る
か
ら
。

　

Ｊ
Ｒ
海
老
津
駅
の
１
日
の
利

用
客
は
、
４
月
１
日
現
在
で�

※
４
０
０
０
人
と
聞
い
て
い
る
。

　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
料
は
、
24
時
間

の
防
犯
カ
メ
ラ
、照
明
、エ
レ
ベ
ー

タ
ー
の
保
守
点
検
な
ど
、
永
久
的

に
維
持
管
理
費
が
※
１
０
０
０
万

円
以
上
と
聞
い
て
い
る
。
多
大
な

負
担
を
町
民
に
強
い
る
こ
と
に
な

る
。

　

町
長
の
意
見
書
は
冒
頭
か
ら
自

治
法
の
解
釈
で
、
私
た
ち
の
認
識

と
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
大

変
失
望
し
た
。

　

民
主
主
義
の
基
本
は
、
住
民
が

直
接
意
思
表
示
を
し
て
決
定
す
る

直
接
民
主
主
義
で
あ
る
と
思
う
。

　

住
民
投
票
に
は
、
お
金
と
労
力

と
時
間
を
要
す
る
と
の
見
解
。
投

票
に
か
か
る
経
費
は
当
然
必
要
な

経
費
で
あ
り
、
民
主
主
義
を
も
否

定
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　

10
年
以
上
も
前
に
策
定
さ
れ
た

計
画
に
沿
っ
て
、
こ
の
ま
ま
事
業

を
進
め
る
こ
と
は
、
時
代
遅
れ
の

ま
ち
づ
く
り
で
あ
る
か
ら
事
業
中

止
を
求
め
て
い
る
。

※　

は
発
言
の
ま
ま
の
記
載
で
す
。

西
村
幸
二
氏　

こ
の
町
に
住
ん
で

67
年
に
な
る
。
岡
垣
の
行
政
に
携

わ
っ
て
き
た
皆
さ
ん
に
は
満
足
し

て
い
る
。

　

第
５
次
総
合
計
画
の
基
本
理
念

と
い
う
の
が
、
住
み
た
い
・
住
み

続
け
た
い
・
み
ん
な
が
輝
く
元
気

な
ま
ち
づ
く
り
と
書
い
て
あ
り
、

町
長
の
意
見

2町長・請求者の意見



そ
こ
に
書
い
て
あ
る
こ
と
も
大
賛

成
。
た
だ
、
Ｊ
Ｒ
海
老
津
駅
南
側

開
発
事
業
に
つ
い
て
、
私
は
順
序

が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
思
う
。

　

お
母
さ
ん
た
ち
が
住
め
る
よ
う

な
ま
ち
に
し
て
欲
し
い
。
そ
し
た

ら
、
若
い
お
母
さ
ん
た
ち
が
入
っ

て
来
る
。
お
年
寄
り
が
安
心
し
て

住
め
る
よ
う
な
町
に
し
て
欲
し
い
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
勇
気
を
も
っ
て
見
直

し
、
住
民
投
票
条
例
を
制
定
し
て

住
民
の
意
思
を
聞
い
て
欲
し
い
と

思
う
。

中
村
行
雄
氏　

会
で
用
意
し
た
署

名
運
動
の
た
め
の
文
書
を
あ
ら
か

じ
め
配
布
し
て
、
後
日
訪
問
し
て

署
名
を
お
願
い
し
た
ら
、
積
極
的

に
署
名
を
い
た
だ
い
た
。
問
題
点

の
多
い
事
業
で
あ
る
と
の
町
民
の

思
い
を
実
感
し
た
。

　

自
分
が
言
い
た
い
こ
と
は
３
点
。

１
．
公
開
討
論
会
を
し
て
欲
し
い

と
思
う
。
開
発
推
進
派
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
し
、
町
に
も
言
い
分

を
持
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
。

２
．
住
民
の
方
が
お
金
を
払
わ
れ

る
訳
だ
か
ら
、
住
民
投
票
で
決
定

す
る
。そ
れ
が
一
番
い
い
と
思
う
。

３
．
市
町
村
を
つ
く
る
と
い
う
こ

と
は
、
一
つ
の
商
品
づ
く
り
と
同

じ
と
思
う
。
そ
こ
の
商
品
が
良
い

か
ら
、
人
が
寄
っ
て
来
て
税
金
を

払
う
と
考
え
る
。門
司
港
レ
ト
ロ
、

そ
れ
は
大
成
功
。
門
司
の
広
い
線

路
・
ホ
ー
ム
か
ら
、オ
ー
ル
デ
ィ
ー

ズ
の
音
楽
が
流
れ
て
く
る
。
雰
囲

気
か
ら
し
て
違
う
。
ま
ち
づ
く
り

を
き
ち
ん
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ

と
比
較
し
て
、
岡
垣
町
は
自
然
で

す
よ
ね
。

　

そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、町
、

議
員
の
方
、
町
の
職
員
の
方
は
考

え
て
も
ら
い
た
い
。

連
合
審
査
会
で
の

質
疑
・
答
弁
　
　

　

総
務
産
業
常
任
委
員
会
委
員
５

名
で
の
採
決
を
前
提
に
、
文
教
厚

生
常
任
委
員
６
名
と
共
に
連
合
審

査
。
総
務
委
員
会（
５
名
）で
は
全

会
一
致
で
、
こ
の
議
案
を
否
決
。

審
議
で
の
質
疑
・
答
弁
等
で
確
認

で
き
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
し

た
。

１
．
こ
の
直
接
請
求
は
、
憲
法
に

保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
で
あ
る

国
民
の
参
政
権
が
保
障
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
の
も
の
で
、
法
令

に
基
づ
く
国
民
の
権
利
行
使
の
一

部
で
あ
る
。
そ
の
権
利
は
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

２
．
請
求
代
表
者
の
意
見
陳
述
を

経
て
、
委
員
会
で
次
の
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

①　

住
民
投
票
を
成
功
さ
せ
る
会

で
配
布
さ
れ
た
印
刷
文
書
の
確
認

•

「
16
戸
の
民
家
を
強
制
移
転
し
」

は
、
用
地
交
渉
は
関
係
者
の
協
力

に
よ
り
順
調
に
進
ん
で
お
り
、
強

制
で
は
な
い
。

•

「
樹
齢
数
百
年
の
杉
・
桧
」は
、

戦
後
の
造
林
で
、
伐
採
後
の
調
査

で
も
60
年
程
の
樹
齢
で
あ
る
。

•

「
大
多
数
の
民
意
を
充
分
な
議

論
も
し
な
い
で
却
下
し
て
は
な
り

ま
せ
ぬ
」は
、
却
下
で
は
な
く
庁

内
議
論
を
経
て
お
答
え
し
て
い

る
。
議
会
で
も
委
員
会
審
議
を
経

て
３
月
定
例
会
で「
不
採
択
」の
結

論
で
あ
り
、
却
下
で
は
な
い
。

•

前
回
の
陳
情
・
今
回
の
請
求
の

違
い
に
つ
い
て
は
、　

事
業
の「
見

直
し
」と
、
広
場
・
通
路
の「
是
非
」

は
ま
っ
た
く
別
物
で
、
そ
の
間
に

こ
の
開
発
事
業
を
争
点
に
町
長
選

挙
が
行
わ
れ
、
町
民
の
意
思
確
認

は
一
定
で
き
て
い
る
。

•

「
は
じ
め
て
の
住
民
投
票
」は
、

遠
賀
郡
４
町
合
併
の
可
否
を
町
民

に
問
う
住
民
投
票
が
平
成
16
年
に

行
わ
れ
て
お
り
、
は
じ
め
て
で
は

な
い
。

②　

条
例
制
定
請
求
書（
要
旨
）中

　
「
民
主
主
義
の
基
本
は
住
民
が

直
接
意
思
表
示
を
し
て
政
治
決
定

す
る
直
接
民
主
主
義
で
あ
り
、
議

会
制
民
主
主
義
は
そ
の
補
完
的
運

用
と
い
え
ま
す
。」と
あ
る
が
、
現

在
の
国
政
・
地
方
の
政
治
は
、
こ

の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
例
は

ど
こ
に
も
な
い
と
の
答
弁
。

３
．
条
例
案
の
不
備
な
と
こ
ろ
は

執
行
部
に
よ
り
、
修
正
の
上
提
案

と
さ
れ
る
べ
き
、
に
つ
い
て
は
、

受
付
の
際
、
若
干
の
字
句
は
訂
正

さ
れ
た
が
、
本
文
は
請
求
者
の
願

意
を
尊
重
し
修
正
す
べ
き
で
な

い
。

　

こ
の
議
会
で
可
決
さ
れ
れ
ば
、

住
民
投
票
が
法
令
に
基
づ
き
実
施

さ
れ
る
べ
く
、
修
正
さ
れ
た
成
案

が
改
め
て
議
会
に
提
案
さ
れ
る
。

４
．
町
長
の
意
見
に
つ
い
て
は

①　

こ
の
事
業
に
よ
っ
て
、

•

白
谷
踏
切
の
安
全
性
が
よ
り
図

ら
れ
る
。

•

緊
急
車
両
の
戸
切
・
白
谷
・
上

海
老
津
へ
の
対
応
が
速
や
か
に
な

る
。

•
現
状
の
駅
前
広
場
の
朝
夕
の
渋

滞
状
況
、
特
に
雨
の
日
の
駅
周
辺

の
混
雑
・
渋
滞
が
解
消
さ
れ
る
。

②　

町
民
・
議
会
へ
の
説
明
責
任

に
つ
い
て
は
、
総
合
計
画
・
予
算

審
議
・
事
業
計
画
等
適
切
に
行
っ

て
来
た
が
、
今
後
も
誤
っ
た
情
報

が
意
図
的
に
流
布
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
今
後
も
こ
の
事
業

を
周
知
・
理
解
を
し
て
い
た
だ
く

よ
う
努
め
る
と
の
答
弁
。

５
．
そ
の
他

①　

意
見
陳
述
で
主
張
さ
れ
た

海
老
津
駅
の
１
日
当
り「
乗
降
客

４
０
０
０
人
」は
、
実
態
と
し
て

８
２
８
３
人
で
あ
る
こ
と
。

②　

現
赤
井
手
交
番
の
駅
前
北
広

場
移
転
の
時
期
は
、
自
由
通
路
供

用
開
始
後
に
事
業
着
手
の
予
定
で

交
渉
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

③　

自
由
通
路
他
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

等
の
年
間
保
守
・
維
持
管
理
は
、

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
保
守
点
検
業
務

70
万
円
ほ
ど
、
他
電
気
代
を
合
せ

て
年
間
１
０
０
万
円
に
満
た
な
い

こ
と
。

3 連合審査会
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賛 

成

○
地
方
自
治
法【
抜
粋
】

第
七
十
四
条　

①�　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議

会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
権

を
有
す
る
者（
以
下
本
編
に
お

い
て「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」

と
い
う
。）は
、
政
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
総
数

の
五
十
分
の
一
以
上
の
者
の
連

署
を
も
つ
て
、
そ
の
代
表
者

か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
に
対
し
、
条
例（
地
方
税

の
賦
課
徴
収
並
び
に
分
担
金
、

使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収

に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）の

制
定
又
は
改
廃
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

③�　

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

は
、
第
一
項
の
請
求
を
受
理

し
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に

議
会
を
招
集
し
、
意
見
を
附

け
て
こ
れ
を
議
会
に
付
議

し
、
そ
の
結
果
を
同
項
の
代

表
者
に
通
知
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

平
山
　
弘 

議
員

　

２
９
３
９
人
の
署
名
を
も
っ
て

住
民
投
票
の
条
例
制
定
請
求
を
地

方
自
治
法
第
74
条
に
基
づ
い
て
、

今
回
直
接
請
求
を
行
っ
て
い
る
。

住
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
計

ら
う
こ
と
が
、
議
会
の
役
目
で
あ

り
、
地
方
自
治
の
本
質
、
す
な
わ

ち
団
体
自
治
と
住
民
自
治
を
兼
ね

備
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
、
条
例

を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
。

西
　
美
千
代 

議
員

　

町
長
の
意
見
書
で
は
、
事
業
の

意
思
決
定
の
妥
当
性
と
し
て
計
画

か
ら
実
施
ま
で
議
会
で
の
報
告
、

審
議
・
承
認
の
も
と
、
民
意
は
十

分
に
反
映
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な

現
状
の
中
で
あ
っ
て
も
、
な
お
住

民
投
票
条
例
制
定
に
関
す
る
直
接

請
求
が
、
町
民
２
９
３
９
人
の
署

名
を
持
っ
て
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

大
変
重
た
い
も
の
で
あ
る
。

下
川
路
　
勲 

議
員

　

平
成
13
年
、
第
４
次
総
合
計
画

で
、「
駅
南
側
開
発
基
本
構
想
」が

策
定
さ
れ
、
そ
の
後
基
本
計
画
で

海
老
津
白
谷
線
、
駅
南
側
広
場
・

地
下
自
由
通
路
を
一
体
と
し
た
事

業
で
一
部
工
事
に
着
工
し
、
工
事

見
直
し
の
陳
情
が
出
さ
れ
た
。
住

民
は
、白
谷
踏
切
は
現
状
の
ま
ま
、

地
下
自
由
通
路
に
至
っ
て
は
車
の

通
行
が
で
き
な
く
、
非
常
に
危
険

で
怖
い
と
言
う
意
見
で
あ
る
。

広
渡
　
輝
男 

議
員

　

地
方
自
治
法
第
74
条
に
基
づ

き
、
２
９
３
９
人
の
署
名
を
添
え

て
岡
垣
町
条
例
制
定
請
求
書
が
提

出
さ
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
制
度

は
、
二
元
代
表
制
の
間
接
民
主
主

義
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
の
が
基

本
で
あ
る
が
、
住
民
の
権
利
を
反

映
す
る「
直
接
請
求
」に
よ
る「
住

民
投
票
制
度
」に
つ
い
て
は
、
開

か
れ
た
町
政
・
住
民
自
治
に
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
る
。

太
田
　
強 

議
員

　

海
老
津
駅
南
側
の
整
備
は
、
地

元
海
老
津
４
行
政
区
の
陳
情
書
を

受
け
て
以
来
、「
開
発
促
進
期
成
会
」

設
立
に
よ
る
運
動
や
、
議
会
で
の

予
算
審
議
・
議
決
等
を
経
て
、
町

民
に
周
知
さ
れ
決
定
さ
れ
て
い
る
。�

駅
周
辺
地
域
で
の
開
発
承
諾
や
家

屋
移
転
な
ど
含
め
、
平
成
27
年
完

成
に
向
け
て
進
み
、
工
事
の
計
画

の
変
更
中
止
は
考
え
ら
れ
な
い
。

曽
宮
　
良
壽 

議
員

　

執
行
部
に
は
執
行
責
任
が
、
議

会
に
は
議
決
の
責
任
が
町
民
に

は
、
町
長
・
議
員
を
選
ぶ
権
利
が

あ
る
。
平
成
23
年
３
月
定
例
会
で

第
５
次
総
合
計
画
が
議
会
議
決
さ

れ
た
。
町
民
に
選
ば
れ
た
者
に
よ

り
団
体
意
思
が
正
式
決
定
さ
れ
、

駅
南
側
広
場
も
自
由
通
路
も
明
確

に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

団
体
意
思
は
町
長
・
議
会
・
町
民

が
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

大
き
な
柱
だ
。横

山
　
貴
子 

議
員

　

平
成
15
年「
Ｊ
Ｒ
海
老
津
駅
南

側
開
発
事
業
」の
陳
情
書
は
、
議

会
で
審
議
し
全
員
賛
成
で
採
択
し

て
い
る
。
以
後
、
幾
多
の
協
議
や

報
告
・
審
議
を
受
け
、町
民
の
方
々

へ
、
事
業
の
目
的
・
経
過
・
財
源

（
基
金
・
起
債
）・
自
由
通
路
・
広

場
・
今
後
の
開
発
に
つ
い
て
も「
広

報
お
か
が
き
」で
周
知
さ
れ
て
い

る
。
町
の
将
来
の
発
展
を
す
す
め

る
事
業
で
あ
る
。中

村
　
好
伸 

議
員

　

こ
の
事
業
は
、
地
元
町
民
の
陳

情
に
始
ま
り
、
議
会
で
の
審
議
・

議
決
を
経
て
、
町
民
へ
の
説
明
会

や「
広
報
お
か
が
き
」に
て
周
知
さ

れ
、
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
２
９
３
９
人

が
署
名
さ
れ
た
事
実
を
重
く
受
け

止
め
、
今
後
、
議
員
と
し
て
説
明

責
任
を
果
た
す
べ
く
、
よ
り
一
層

努
め
る
決
意
で
あ
る
。

小
野
　
元
次 

議
員

　

Ｊ
Ｒ
海
老
津
駅
南
側
事
業
は
、

海
老
津
白
谷
線
道
路
、
自
由
通
路

と
南
側
広
場
を
一
体
的
に
整
備
し
、

住
民
の
安
全
と
利
便
性
、
広
域
的

道
路
網
を
形
成
す
る
今
後
の
岡
垣

の
ま
ち
づ
く
り
を
担
う
重
要
な
定

住
政
策
事
業
で
あ
る
。
昨
年
末
、

宮
内
町
長
は
再
選
さ
れ
た
。
こ
れ

は
重
責
な
町
政
を
託
さ
れ
た
と
い

う
民
意
で
も
あ
る
。

安
部
　
弘
彦 

議
員

　

遠
賀
川
駅
の
自
由
通
路
橋
は
、

９
億
２
千
３
０
０
万
円
で
、
屋
根

も
な
く
、
通
行
人
は
風
雨
に
さ
ら

さ
れ
る
。
こ
れ
に
比
べ
海
老
津
駅

の
自
由
通
路
は
、
安
全
で
あ
る
。

　

門
司
港
レ
ト
ロ
の
こ
と
を
言
わ

れ
た
が
、
町
は
中
心
市
街
地
も
含

め
、
一
体
的
に
開
発
を
進
め
て
い

る
。
開
発
な
く
し
て
発
展
な
し
で

あ
る
。

神
崎
　
宣
昭 

議
員

　

昨
年
12
月
の
町
長
選
挙
で
、
最

大
の
争
点
と
な
り
住
民
投
票
と
同

等
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ

反 

対

の
結
果
は
十
分
な
民
意
と
判
断
さ

れ
る
。住
民
投
票
を
行
う
こ
と
は
、

多
く
の
町
費
を
支
出
し
、
事
業
中

断
で
は
契
約
上
多
大
な
違
約
金
等

が
生
じ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
税
金
の

無
駄
遣
い
が
あ
る
の
か
。
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